
19 歳以上 23 歳未満の方（被保険者の配偶者は除く）の被扶養者認定基準額が変更に

なります。（令和 7 年 10 月 1 日から適用） 

厚生労働省の通達に基づき、令和 7 年 10 月 1 日より、健康保険における 19 歳以上 23

歳未満の被扶養者認定基準が以下の通り変更しました。 

 

〇対象者：被保険者の配偶者を除く、19 歳以上 23 歳未満の方（被保険者の配偶者は

除く）※注１ 

〇収入基準額の変更：以下の表の赤枠内が変更された収入基準額です。 

  

 

 

 

 

 

〇適用開始日  ：令和 7 年 10 月 1 日から 

※注１：19 歳以上 23 歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと

同様、その年の 12 月 31 日時点の年齢で判定いたします。（年齢は民法上、誕生日の前

日に加算されるため、誕生日が 1 月 1 日の方は 12 月 31 日において年齢が加算される

ことにご留意ください） 

❋健保被扶養者認定基準についてはこちらをご覧ください。 

 

 ご不明点ございましたら、厚生労働省より公開されている Q&A を以下に掲載してお

りますので、そちらをご参照ください。 

関連リンク 

• 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定について（厚生労働省） 

• 19 歳以上 23 歳未満の被扶養者に係る認定に関するＱ＆Ａについて（厚生労働

省） 

 

 

http://www.suntorykenpo.or.jp/outline/accreditation_criterion.html
https://www.hikarikenpo.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/20250729_895aa289734d75c18d82c6481c16146c.pdf
https://www.hikarikenpo.or.jp/wp-content/uploads/2025/07/20250729_ee977c034cf6a15b179863b87e296413.pdf

